
R7.1.1改定　　（別表　２）

　　医療保険によって訪問看護を利用される場合には、法律によって定められた料金を
　　それぞれの負担割合によって頂くことになっております。
　　また「横浜市重度障害者医療証」　「特定医療費（指定難病）医療受給者証」などを
　　お持ちの方はご提示下さい。

●訪問看護基本療養費
　　　　　　　　　　　負担割合

 訪問日数

週３日目まで　１日につき
週４日目以降　１日につき
外泊中

●訪問看護管理療養費
　　　　　　　　　　　負担割合

 訪問日数

月の初日
２日目以降

●下記について該当する場合、次の料金をご請求させて頂きます。
　　　　　　　　　　　負担割合

 加算内容

（注１）情報提供療養費

 ２４時間対応体制加算 月1回

（注２）特別管理加算（重症度の高い方） 月1回

　　　（上記以外の方） 月1回

緊急訪問看護加算 1日につき

難病等複数回訪問加算 1日2回

1日3回以上

（注３）長時間訪問看護加算

（注４）退院時共同指導加算 月2回まで

（注５）特別管理指導加算

（注６）退院支援指導加算 退院日

在宅患者連携指導加算 月1回

在宅患者緊急時ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ加算 月1回

複数名訪問看護加算 週1回まで

（注７）夜間・早朝加算

（注７）深夜加算

ベースアップ評価料 月1回

訪問看護医療ＤＸ情報活用加算 月1回

ターミナルケア療養費 1回

（注２）特別な管理を必要とする場合・・・気管ｶﾆｭｰﾚ、留置ｶﾃｰﾃﾙ、人工呼吸器、人工肛門、重度の褥瘡など。
（注３）人工呼吸器又は特別な管理を必要とする方が対象。訪問時間が90分を超える場合。
（注４）入院中・入所中に主治医等と訪問看護師が共同して在宅における指導を行った場合。
（注５）退院時共同指導加算に上乗せ　厚生労働大臣が定める疾病等の利用者の方が対象。
（注６）厚生労働大臣が定める疾病等の方に対し、退院日に在宅において指導を行った場合。
（注７）早朝（6：00～8：00）　夜間（18：00～22：00）　深夜（22：00～6：00）

医療保険　料金表

１割 ２割 ３割

５５５円 １，１１０円 １，６６５円
６５５円 １，３１０円 １，９６５円
８５０円 １，７００円 ２，５５０円

１割 ２割 ３割

７６７円 １，５３４円 ２，３０１円
３００円 ６００円 ９００円

１割 ２割 ３割

１５０円     ３００円             ４５０円
６８０円 １，３６０円        ２，０４０円
５００円 １，０００円        １，５００円
２５０円            ５００円             ７５０円
２６５円            ５３０円             ７９５円
４５０円     ９００円    １，３５０円
８００円     １，６００円     ２，４００円
５２０円 １，０４０円 １，５６０円
８００円 １，６００円 ２，４００円
２００円 ４００円 ６００円
６００円 １，２００円 １，８００円
３００円            ６００円 ９００円
２００円 ４００円 ６００円
４３０円            ８６０円 １，２９０円
２１０円            ４２０円 ６３０円
４２０円            ８４０円 １，２６０円
　 ７８円 　　  １５６円        ２３４円

　 ５円 　 １０円 　 １５円
　 ２，５００円 　　  ５，０００円        ７，５００円

（注１）市町村等から求めがあった場合や医療機関等に入院（入所）にあたり情報提供した場合に加算されます。



●交通費
 　平潟町・町屋町・洲崎町を除き

　 訪問１日につき５００円

　　　金沢区外  　訪問１日につき７００円

●キャンセル料

サービス利用日の２日前まで 無料

サービス利用日の前日まで 利用者負担額の５０％

サービス利用日 利用者負担額の全額
※利用者様の容態の急変など、緊急やむを得ない場合は不要です。

●看取りの時の処置料 ２０，０００円
　　　
●日常生活上必要とする物品は実費を徴収させていただきます。

済生会わかくさ訪問看護ステーション

　　　金沢区内

キャンセル連絡日 キャンセル料


